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お知らせ

　定期清掃および害虫防除作業
のため、7月10日㈪・18日㈫を
休館します

　固定資産税評価額を算出する
ため、住宅や店舗、倉庫、車庫など
を新築・増築した場合に家屋調査
を実施しています。調査の日程調
整のため、事前に市の担当職員
が所有者に連絡をしますので、ご
理解とご協力をお願いします

　詳細は、環境みどり課へ問い
合わせまたは市ホームページを
ご覧ください。
期８月～９月定先着15枠（㈬利
用７枠・週末利用８枠）対市内
在住で、普通自動車免許取得後 
１年以上経過かつ、日常的に運
転をしている方、過去３年以内
に重大な事故・違反のない方。そ
の他年齢に応じた条件あり費無
料。ただし、水素燃料代は自己負
担申７月３日㈪から、電話で環
境みどり課へ。７日㈮締め切り
他貸出・返却は平日９時～ 15時

　「過労運転・無謀運転の防止」
「子どもと高齢者の交通事故防
止」「自転車の交通事故防止」を
重点項目に挙げ、７月11日㈫～
20日㈭の10日間、『夏の交通事
故防止運動』を実施します。一
人一人が交通安全について考
え、交通ルールの順守と交通マ
ナーの向上に取り組み、交通事
故防止に努めましょう

　男女が共に働きやすい職場づ
くりなど、下記①～③のいずれか
に該当する市内の事業所を募集
します。①女性の能力活用や管
理職への登用 ②仕事と家庭生
活などとの両立を推進 ③男女が
共に働きやすい職場環境を整備
申応募用紙に必要事項を記入
し、直接または郵送で〒243-
0492勝瀬175-1市民活動推進
課へ。応募用紙は、同課で配布
または市ホームページからダウ
ンロード可。７月31日㈪締め切
り他取り組みが優れている事業
所は、選考の上、表彰します

　ペットボトルで簡単な筋トレ
とストレッチを行います。
日７月24日㈪10時～11時45
分（受け付けは９時45分から） 
場中新田コミセン対市内在住の
方定先着20人費無料主健康え
びな普及員会申７月４日㈫か
ら、電話で健康づくり課へ

温故館休館

家屋調査にご協力を

市の公用車「ＭＩＲＡＩ」を
貸し出し

夏の交通事故防止運動

女性活躍推進事業所

ペットボトル
筋トレ教室

問温故館	☎（233）4028

問資産税課	☎（235）8597

問環境みどり課	☎（235）4912
問地域づくり課	☎（235）4789

問市民活動推進課	☎（235）4568

問健康づくり課	☎（235）7880

　専門相談員が無料で相談に応
じます。
日７月15日㈯９時30分～13
時場市役所706会議室定15人 
内昭和56年5月31日以前に建
築確認を受けて建築工事に着手
した2階建て以下の在来工法に
よる木造住宅の相談申７月３日
㈪から電話で都市計画課へ。10
日㈪締め切り

　犯罪や非行を防止し、立ち直り
を支える地域づくりを目指す「社
会を明るくする運動」は、法務省
主唱のもと、毎年７月に行われて
いる運動です。これに伴い、海老
名保護司会などが海老名駅前で
啓発活動を実施します。なお、23
日㈰はえびな市民まつり会場で、
同保護司会・更生保護女性会が
合同でキャンペーンを行います

　介護保険の自己負担額が高
額になった時は、負担上限額を
超えた分が支給されます。８月
から、一般所得者（市民税課税
世帯）の月額負担上限額を３万
7,200円から４万4,400円に変
更します。詳細は、高齢介護課
へお問い合わせください

　市障がい者福祉手当は、７月１
日現在で市内に障がい者本人の
住民登録があり、下記①～③のい
ずれかに該当し、かつ住民登録上
同一世帯全員の平成29年度市民
税が非課税の方が対象です。該当
者は申請手続きをしてください。 
①身体障害者手帳１～３級を所持 
②療育手帳を所持もしくは知能指
数75以下と児童相談所などで判
定された方 ③精神障害者保健福
祉手帳１級・２級を所持期７月１日
㈯～８月31日㈭持障害者手帳・障
がい者本人の印鑑（代理申請の場
合は代理者の印鑑）・振込先が分
かるもの他印鑑は朱肉を使用す
るものを用意してください（認印
可）。申請がない場合は受給でき
ませんので、ご注意ください

　運動公園周辺地区地区計画の
原案の縦覧を行います。同案に
ついて意見のある方は、意見書
を提出することができます。な
お、意見書の提出は同案の区域
に利害関係のある方に限ります。
▶縦覧期間　７月５日㈬～ 18日㈫
８時30分～ 17時15分（㈯㈰㈷除く）
▶縦覧および意見書の提出先
都市計画課窓口
▶意見書提出期限　７月25日㈫

大地震への対策はお済みですか
第２回木造住宅耐震相談会

７月は「社会を明るくする運動」
強調月間８月から負担上限額が変更

高額介護サービス費

市障がい者福祉手当は
毎年申請を

「運動公園周辺地区地区計画」
原案の縦覧

問都市計画課	☎（235）9392

問福祉総務課	☎（235）4820
問高齢介護課	☎（235）4952

問障がい福祉課	☎（235）4813

問都市計画課	☎（235）9391

　〝取引〟または〝証明〟に使用
している「特定計量器（はかり）」
は、計量法第19条により定期検
査が義務付けられています。使
用している方は、必ず定期検査
を受けてください。
期７月24日㈪から

　国民年金保険料の納付が経済
的に困難な場合、本人・配偶者・世
帯主の所得に応じた免除申請制度
があります。平成29年度分の申請
を７月１日㈯から受け付けます。
場厚木年金事務所または市保険
年金課持身分証・年金手帳・離職
票など（失業の場合）・印鑑および
委任状（家族が手続きする場合）

　都市計画道路下今泉門沢橋線
の都市計画変更に伴い、次のと
おり素案の閲覧と公聴会を行い
ます。
【閲覧および公述申し出】
期７月25日㈫～８月15日㈫８
時30分～17時15分（㈯㈰㈷除
く）場県都市計画課・市都市計
画課
【公聴会】
日８月30日㈬19時～21時場市
役所401会議室他公述人は10
人程度、公述の申し出がない場
合は中止

特定計量器の定期検査

平成29年度国民年金保険料
免除申請を受け付け

都市計画道路の変更に係る
素案閲覧および公聴会

問公益社団法人神奈川県計量協会
　☎045（401）2711	

問保険年金課　　	☎（235)4596
　厚木年金事務所	☎（223)7171

問県都市計画課	☎045（210）6175
　市都市計画課	☎（235）9391

募　集

　6月15日号５面の「教科書展示
会」の記事で誤りがありました。下
記のとおり訂正しておわびします。

［誤］平成29年度から
　　　　↓

［正］平成30年度から

　放置されたボンベによる事故
を未然に防ぐため、不要になっ
たＬＰＧ空ボンベを海老名市危
険物安全推進協議会が回収しま
す。カートリッジ式ボンベおよ
び消火器は回収しませんので、
ご注意ください。
日7月13日㈭費無料申電話で予
防課へ。7月12日㈬締め切り

LPG空ボンベを回収
問予防課	☎（231）0948

　75歳以上の方へ、平成29年度
の後期高齢者医療保険料納入通
知書を７月中旬に送付します。
納入金額や納付方法などは、納
入通知書で確認してください。
◆負担割合が変更になった方へ
被保険者証を送付
　医療費の負担割合は１割または
３割です。負担割合は前年中の所
得状況に応じて毎年見直しを行い
ます。負担割合が変更になった方に
は、８月から使用する新しい被保険
者証を７月下旬に送付します。なお、
負担割合に変更がない場合、お手
持ちの被保険者証が引き続き使用
できます。新しい被保険者証は送付
されませんのでご注意ください

後期高齢者医療制度
平成29年度保険料納入通知書・
被保険者証を送付

問保険年金課	☎（235）4595

◆海老名市応援まごころ基金
（環境に関する分野）へ
㈱丸井／１万9,941円
◆中学校の図書室充実事業へ
国際ソロプチミスト海老名／５万円
◆文化財関連事業へ
湘南クラフト／１万円
◆社会福祉事業へ
スーパーＤ’ステーション海老名店／５万円

ご寄付ありがとう（敬称略）

▲MIRAIは水素を燃料とする
燃料電池自動車


